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平成 29 年 6 月期の運用状況及び分配金の予想の修正 

並びに平成 29 年 12 月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ 

 

 

日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28 年 8 月 16 日付「平成 28

年 6 月期決算短信（REIT）」において公表した、平成 29 年 6 月期（平成 29 年 1 月 1 日～平成 29

年 6 月 30 日）における本投資法人の運用状況及び分配金の予想について、下記のとおり修正い

たしましたのでお知らせいたします。 

また、平成 29 年 12 月期（平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日）の運用状況及び分配金

の予想について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

1. 修正及び公表の理由 

平成 28 年 8 月 16 日に公表した平成 29 年 6 月期の 1 口当たり予想分配金に 5%以上の差異が生

じる見込みとなったことにより、営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益及び 1 口当たり分

配金の各予想の修正を行うものです。なお、本修正の主な要因は、稼働率の向上等に伴う賃貸事

業収入及びその他賃貸事業収入の増加によるものです。 

また、これに併せて平成 29 年 12 月期の同様の前提に基づいた運用状況及び分配金の予想を公

表するものです。 
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2. 平成 29 年 6 月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに平成 29 年 12 月期の運用状況及び

分配金の予想 

 

(1) 平成 29 年 6 月期の運用状況及び分配金の予想の修正の内容 

 
営業収益 

(百万円) 

営業利益 

(百万円) 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

1 口当たり 

分配金（円） 
（利益超過分配

金は含まない） 

1 口当たり 

利益超過 

分配金（円） 

前回発表予想(A) 6,685 3,400 2,913 2,913 7,436 － 

今回修正予想（B） 6,915 3,618 3,136 3,136 8,005 － 

増減額(B-A) 229 217 223 222 569 － 

増減率 3.4％ 6.4％ 7.7％ 7.7％ 7.7％ － 

 

(2) 平成 29 年 12 月期の運用状況及び分配金の予想 

 
営業収益 

(百万円) 

営業利益 

(百万円) 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

1 口当たり 

分配金（円） 
（利益超過分配

金は含まない） 

1 口当たり 

利益超過 

分配金（円） 

平成 29年 12月期 6,965 3,660 3,137 3,136 8,006 － 

（参考）平成 29 年 6 月期 ：予想期末発行済投資口数 391,760 口 

平成 29 年 12 月期 ：予想期末発行済投資口数 391,760 口 

 

（注 1） 平成 29 年 12 月期の運用状況及び分配金の予想の前提については、別紙「平成 29 年 6 月期（平成

29 年 1 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日）及び平成 29 年 12 月期（平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 12

月 31 日）の運用状況の見通しの前提条件」に記載した前提条件に基づき算出した現時点のもので

あり、状況の変化により実際の当期純利益、分配金等は変動する可能性があります。また、本予

想数値は分配金の額を保証するものではありません。 

（注 2） 単位未満の数値は切り捨てて、%は小数第 2 位を四捨五入して記載しています。 

 

以上 

 

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会  

※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nippon-reit.com/ 
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【別紙】 

平成29年6月期（平成29年1月1日～平成29年6月30日）及び 

平成29年12月期（平成29年7月1日～平成29年12月31日）の運用状況の見通しの前提条件 

 項目 前提条件 

計算期間 
・平成29年 6月期（第10期）（平成29年1月1日～平成29年 6月30日）（181日） 

・平成29年12月期（第11期）（平成29年7月1日～平成29年12月31日）（184日） 

運用資産 

・本書の日付現在保有している不動産信託受益権（合計65物件）について、

平成29年12月期末までの間に変動（新規物件の取得、保有物件の処分等）

が生じないことを前提としています。 

・実際には新規物件取得、又は保有物件の処分等により変動が生ずる可能性

があります。 

営業収益 

・賃貸事業収益については、過去の実績値をもとに、それぞれ市場動向や物

件の競争力等を勘案して算出しており、平成29年6月期は6,890百万円、平

成29年12月期は6,939百万円を見込んでいます。 

・受取配当金については、平成29年6月期は24百万円、平成29年12月期は25

百万円を見込んでいます。 

・営業収益については、賃借人による賃料の滞納又は不払いがないことを前

提としています。 

営業費用 

・減価償却費以外の賃貸事業費用は、過去の実績値をもとに、費用の変動要

素を反映して算出しており、平成29年6月期は1,822百万円、平成29年12

月期は1,843百万円を見込んでいます。 

・減価償却費については、取得価格に付随費用等を含めて定額法により算出

しており、平成29年6月期は738百万円、平成29年12月期は750百万円を想

定しています。 

・固定資産税及び都市計画税については、平成29年6月期は499百万円、平成

29年12月期は499百万円を想定しています。 

・修繕費に関しては、物件ごとに取得したエンジニアリング・レポートを参

考に、本資産運用会社が策定した修繕計画をもとに、必要と想定される額

を計上しています。ただし、予想し難い要因による修繕が発生する可能性

があること、一般的に年度による金額の差異が大きくなること及び定期的

に発生する金額ではないこと等から、予想金額と大きく異なる結果となる

可能性があります。 

・資産運用報酬については、平成29年6月期は522百万円、平成29年12月期は

526百万円を見込んでいます。 

営業外収益 ・営業外収益は、平成29年6月期、平成29年12月期ともに見込んでいません。 

営業外費用 
・支払利息等その他借入関連費用として、平成29年6月期は481百万円、平成

29年12月期は523百万円を見込んでいます。 

借入金 

・本書の日付現在において、103,570百万円の借入金残高があります。 

・平成29年12月期末までに返済期限が到来する借入金（21,800百万円）につ

いては、全額借換えを行うことを前提としています。 

・LTVは、平成29年6月期の期末時点で45.8%程度、平成29年12月期の期末時

点で45.7%程度となる見込みです。 

・LTVの算出に当たっては、以下の算式を使用しています。 

LTV＝有利子負債総額÷資産総額×100 

投資口 

・本書の日付現在発行済みである391,760口を前提とし、平成29年12月期末

までに新投資口の発行等による投資口数の変動がないことを前提として

います。 
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 項目 前提条件 

1口当たり分配金 

・1口当たり分配金は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針に従い

利益の全額を分配することを前提として算出しています。 

・平成29年6月期及び平成29年12月期において、評価・換算差額等として金

利スワップの繰延ヘッジ損益を平成28年12月期と同額と見込んでおり、金

利スワップの時価に変動が無い前提で算出しています。 

・1口当たり分配金は、今後の不動産等の追加取得若しくは売却、賃借人の

異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、金

利の変動、又は今後のさらなる新投資口の発行等を含む種々の要因により

大きく変動する可能性があります。 

1口当たり利益超過分配金 

・利益を超えた金銭の分配については、現時点で行う予定はありません。 

・なお、金利スワップの繰延ヘッジ損益がマイナスとなる場合には、純資産

控除項目（投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるもの

をいいます。）が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当

する金額として本投資法人が決定する金額を一時差異等調整引当額とし

て分配する可能性があります。 

その他 

・法令、税制、会計基準、東京証券取引所の上場規則、一般社団法人投資信

託協会の規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われな

いことを前提としています。 

・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを

前提としています。 
 
 


